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2021/12/29 

新旧対照表 

～マイナポイント事業に関する特約～ 

 

下記のとおりマイナポイント事業に関する特約を本日より改定させていただきます。 

新 旧 

第 1 条（目的） 

1.本特約は、マイナポイントの活用により、

消費の活性化、生活の質の向上、マイナンバ

ーカードの普及促進及び官民キャッシュレ

ス決済基盤の構築を行うことを目的とする

マイナポイント事業（以下「本事業」といい

ます。）に関して、マイナポイントの付与の

条件、方法等、利用者が選択した対象キャッ

シュレス決済サービスを提供する対象決済

事業者が利用者に対してマイナポイントの

付与に係るサービス（以下「本サービス」と

いいます。）の提供を行うにあたっての基本

的事項を定めることを目的とするものです。 

 

第 2 条（定義） 

（11）「利用者」とは、マイナンバーカード

の保有者であって、マイキーID の設定（マ

イナポイントの予約を行うことでマイキー

ID が設定されます）を行った者のうち、一

つのキャッシュレス決済サービスを選択し

て本サービスの申込み・登録を希望する者又

は行った者をいいます。ただし、2021 年 12

月末日までは本サービスへの申込み・登録を

希望する者又は行った者のうち、2021 年 4

月末日までにマイナンバーカードの交付申

請を行った者に限る。 

 

 

 

第１条（目的） 

1.本特約は、マイナポイントの活用により、

消費の活性化、マイナンバーカードの普及促

進及び官民キャッシュレス決済基盤の構築

を行うことを目的とするマイナポイント事

業（以下「本事業」といいます。）に関して、

マイナポイントの付与の条件、方法等、利用

者が選択した対象キャッシュレス決済サー

ビスを提供する対象決済事業者が利用者に

対してマイナポイントの付与に係るサービ

ス（以下「本サービス」といいます。）の提

供を行うにあたっての基本的事項を定める

ことを目的とするものです。 

 

第 2 条（定義） 

（11）「利用者」とは、2021 年 4 月末日まで

にマイナンバーカードの交付申請を行い、マ

イナンバーカードの保有者であって、マイキ

ーID の設定（マイナポイントの予約を行う

ことでマイキーID が設定されます）を行っ

た者のうち、一つのキャッシュレス決済サー

ビスを選択して本サービスの申込み・登録を

希望する者又は行った者をいいます。 
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第 3 条（ポイント付与の要件及び方法） 

3.付与対象期間は、利用者が本サービスの申

込みを行った日と 2020 年 9 月 1 日のいずれ

か遅い日から、2022 年 3 月末日までの期間

をいいます。 

6.マイナポイントは、原則として、対象行為

に係る金額の合計値が付与の対象となる最

小単位に達した後、2022 年 3 月末日までの

範囲で対象キャッシュレス決済事業者が定

める時期に付与されます。 

 

【別紙】 

1.本特約第 3 条第 1 項及び第 5 項に定める

「申込期間」「申込方法」「マイナポイント付

与の方法」は、以下のとおりとします。 

（1）本サービスの申込期間 

2020 年 9 月 1 日から 2022 年 3 月末日まで 

 

4.本特約第 3 条第 6 項に定めるマイナポイン

トの付与時期は、原則、対象行為から 2 週間

以内とします。なお、2021 年 12 月末日まで

に対象行為を行った場合は、2022 年 2 月末

までに付与するものとし、それ以後 2022 年

3 月末日までに対象行為を行った場合は、

2022 年 3 月末日までに付与するものとしま

す。 

 

11.本事業期間は国等により延長される見込

みです。 

 

 

 

第 3 条（ポイント付与の要件及び方法） 

3.付与対象期間は、利用者が本サービスの申

込みを行った日と 2020 年 9 月 1 日のいずれ

か遅い日から、2021 年 12 月末日までの期間

をいいます。 

6.マイナポイントは、原則として、対象行為

に係る金額の合計値が付与の対象となる最

小単位に達した後、2022 年 2 月末日までの

範囲で対象キャッシュレス決済事業者が定

める時期に付与されます。 

 

【別紙】 

1.本特約第 3 条第 1 項及び第 5 項に定める

「申込期間」「申込方法」「マイナポイント付

与の方法」は、以下のとおりとします。 

(1) 本サービスの申込期間 

2020 年 9 月 1 日から 2021 年 12 月末日まで 

 

4.本特約第 3 条第 6 項に定めるマイナポイン

トの付与時期は、原則、対象行為から 2 週間

以内とします。なお、2021 年 9 月末日まで

に対象行為を行った場合は、2021 年 11 月末

日までに付与するものとし、それ以後 2021

年 12 月末日までに対象行為を行った場合

は、2022 年 2 月末までに付与するものとし

ます。 

 

【追加】 

 

以上 

 


